
○
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
九
十
号

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
五
十
四
条
第
三
項
、
農
業
保
険
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政

令
第
二
百
六
十
三
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第

二
百
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
七
百
九
十
三
号
（
畑
作

物
共
済
に
係
る
共
済
掛
金
標
準
率
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

𠮷
川

貴
盛

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
経
営
局
保
険
課
及
び
島
根
県
庁
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
七
百
九
十
三
号
の
規
定
は
、
平
成

三
十
一
年
産
の
大
豆
に
係
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
関
係
、
当
該
共
済
関
係
に
係
る
保
険
関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再

保
険
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。



「次のよう」の部分

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前 　

別表１（共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率） 別表１（共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率）

（略） （略）

（略） （略）

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

１類 全相殺方式 １割 12.06 6.5 － 5.81 １類 （新設）

２割 8.64 4.4 － 4.57

３割 6.02 3.2 － 3.26

半相殺方式 ２割 7.71 6.3 － 2.06 半相殺方式 ２割 7.71 6.3 － 2.06

３割 4.71 4.0 － 1.32 ３割 4.71 4.0 － 1.32

４割 2.74 2.8 － 0.63 ４割 2.74 2.8 － 0.63

一筆方式 ３割 8.88 8.0 － 1.59 一筆方式 ３割 8.88 8.0 － 1.59

２類 （略） （略） （略） （略） （略） （略） ２類 （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略）

保険料
基礎率

保険料
基礎率

共済目的の種類

大豆

都道府県名 地域 統計単位地域

島根県 第１区域 －

類区分 引受方式
支払開始割合

・
共済限度額割合

共済掛金
標準率

畑作物通常
標準被害率

再保険料
基礎率

再保険料
基礎率

共済目的の種類

大豆

都道府県名 地域 統計単位地域

島根県 第１区域 －

類区分 引受方式
支払開始割合

・
共済限度額割合

共済掛金
標準率

畑作物通常
標準被害率


	01_告示文（島根大豆全相追加）
	02_次のようの部分（新旧）

